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雇用政策研究会 報告書案（たたき台） 

 

序章：報告書のコンセプト 

○ 我が国経済は、2013 年（平成 25 年）に入って経済政策への期待等から株高

が進んだこと等を背景に企業や家計のマインドが改善し、個人消費を中心に

内需がけん引するかたちで持ち直しに転じた。2014 年（平成 26 年）４月の消

費税率引上げに伴い、駆け込み需要の反動の影響を受け、景気は一時的な下

押し圧力を受けることとなったが、足下では緩やかな回復基調が続いている。 

こうした中、雇用情勢は着実に改善している。2014 年度（平成 26 年度）の

有効求人倍率は 1.11 倍と 23 年ぶりの高水準、完全失業率は 3.5％と 17 年ぶ

りの低水準1であり、あわせて企業の雇用の不足感2が高まっている。賃金につ

いても、景気回復の中で企業収益が改善し、2014 年（平成 26 年）の賃上げ率

は 15 年ぶりの水準となり、平成 27 年も引き続き高い賃上げ率となることが見

込まれているなど、経済の好循環の動きがみられている。 
 

○ また、我が国が直面する人口急減・超高齢化という大きな課題に対し、国

と地方が総力を挙げて取り組むため、2014 年（平成 26 年）11 月に「まち・

ひと・しごと創生法」（平成 26 年法律第 136 号）3が成立し、同年 12 月に「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定された。今後、これらに基づき、

全国各地で地方創生に向けた具体的な取組が本格化するものと考えられる。 
 

○ 本研究会では昨年２月に、「仕事を通じた一人ひとりの成長と、社会全体の

成長の好循環を目指して」と題した報告書をまとめたところである。その後、

先述したように雇用情勢の改善が一層進み、人手不足も一部で生じているが、

こうした状況は、短期的にも中長期的にも重要な「雇用管理・処遇の改善」

について取り組み、雇用の質を高める好機である。また、地方創生に向けた

取組の中でも、「しごとの創生」や「ひとの創生」はその中心を成すものであ

り、全国各地で魅力ある仕事づくりとそれに必要な人材の育成・定着等を図

る地域雇用対策の役割は、益々重要になっている。 
 
○ こうした状況を踏まえ、今回の本研究会では、前回の報告書で言及した、「人

的資本の質の向上」「全員参加の社会にふさわしい働き方の構築」「人手不足

産業」「地域の雇用機会の確保」等について焦点を当て、更なる提言を行うこ

ととする。  

                                                   
1 図表１  
2 図表２  
3 図表３  
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第１章：人的資本のポテンシャルの最大発揮 

 経済を成長させる源泉は、資本投入量の増加と労働投入量の増加に加え、そ

の両者では説明できない全要素生産性（ＴＦＰ）の上昇の３つに分けられる。

このうち労働投入については、人口減少局面に入った我が国においては、「全員

参加の社会」の実現に向けた取組を行ったとしても、中長期的に経済成長にマ

イナスに作用することは免れない。こうした制約がある中で、安定した成長、

そして生活水準の向上等をはじめとする国民生活の物心両面での向上を実現す

るためには、一人ひとりの労働の質をより一層高めていくことが必須となる。 

 労働の質を高めるためには、個々の労働者が生涯を通じて能力開発を行いそ

の能力を高めることとあわせて、その労働者が高めた能力を最大限発揮できる

環境を整備することが重要である。特に後者は、雇用管理・処遇の改善ともい

うべきものであるが、景気の緩やかな回復基調の中で人手不足感が生じている

現在は、雇用の質を高める好機である。 

 

（１）能力開発の取組 

個々の労働の質の向上に直接結びつく取組としては、能力開発が挙げられる。

一般に、能力開発は、就職後の取組を指すことが多いが、就職前の学校教育等

も含めた全世代での取組が重要である。 

 

○学校教育段階等における学びの重要性 

（学びの重要性）  

   就職してから OJT や OFF-JT、自己啓発等を通事労働者の能力を高めるこ

とは重要であるが、こうした取組の効果がより発揮されるためにも、そも

そもの土壌として、学校教育による基礎能力の向上が極めて重要である。

各種知識はもちろん、筋道を立てて物事を考える論理的思考力や自分の考

えを人に伝える表現力、これらの獲得を支える学習意欲は、仕事を遂行す

るためにも必要不可欠であり、社会に出る前の学校教育段階において相当

程度身につけておくことは、人々のその後の職業人生における成長を支え

る力となる。 

   また、学校教育段階に加えて就学前の幼児期も、将来の人的資本蓄積等

に影響を与える重要な時期であるという研究結果4が国内外で存在している。

人的資本については、認知能力（読み、書き、そろばん等ができる能力）

                                                   
4 Cunha,Flavio and James J. Heckman(2007)「The Techchnology of Skill Formation」、戸田・鶴・久 

米（2014）「幼少期の家庭環境、非認知能力が学歴、雇用形態、賃金に与える影響」（RIETI Discussion  
Paper Series 14-J-019）等 
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と非認知能力（忍耐力、勤勉性、外向性等）に区分することができるが、

これらはともに、「動学的補完性5」の観点から、早期に高めておくことが重

要であるという指摘がある。このように、幼児期の能力形成がその後の人

生における様々な人材投資の生産性を高めることから、幼児期の家庭環境

等に対する支援は重要である。このため、就学前の子どもをもつ保護者へ

の学習機会の提供や地域における親子の居場所づくりといった、家庭教育

への支援を充実していくことが望まれる6。 

 

（キャリア教育等の重要性） 

   産業構造の変化やそれに伴う雇用の多様化が進む中で、子どもたちが「学

校」から「職場」に円滑に移行できるよう、学校におけるキャリア教育7等

をより一層進めていくことも重要である。 

    我が国の学習・進学に対する子どもたちの意識について、例えば、OECD

生徒の学習到達度調査（PISA2012）によると、「将来の仕事の可能性を広げ

てくれるから、数学は学びがいがある」「将来つきたい仕事に役立ちそうだ

から、数学はがんばる価値がある」等の回答をした高校生の割合が国際的

にみて低い結果となっている。また、国際数学・理科教育動向調査

（TIMSS2011）によると、「将来、自分が望む仕事に就くために、数学で良

い成績をとる必要があると思うかどうかについて」、肯定的な回答をした中

学生の割合は国際平均を大きく下回っている。 

加えて、我が国の学生が大学に進学した理由8をみると、「専門的な勉強・

研究がしたかったから」「幅広い教養を身につけたかったから」といった、

大学教育の本来の目的に合致した学習に対する積極的な回答の割合が最も

高いものの、「周囲の人がみんな行くから」「自由な時間を得たかったから」

といった、学習に対する消極的な回答の割合も約 50％と、相当高い。こう

したことから、我が国の子どもたちは、将来就きたい仕事や自分の将来のた

めに学習・進学する意識が相対的に弱いことが明らかになっている。子ども

たちが漫然と教育を受け漫然と進学をするという状況を脱し、「学校」と「職

場」を円滑につなぐためにも、学校教育においては、勤労観や職業観を醸成

し、学習と将来の職業人生との関係を見いだせるような取組を行う必要があ

                                                   
5 ここでは、ある時期に能力が高まると、その後の期間においての能力への投資の生産性が高まるという

こと。 
6  地域の子育て経験者や民生委員・児童委員などが「家庭教育支援チーム」として、孤立しがちな保護者

や仕事で忙しい保護者などに対して、子育てや家庭教育に関する相談を行ったり、親子で参加する様々

な取組や講座などの学習機会を提供している。 
7  中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年

１月 31 日）では、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てること

を通して、キャリア発達を促す教育」と定義されている。 
8  Benesse 教育研究開発センター「高校データブック 2013」 
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る。また、こうしたキャリア教育は、子どもの学習意欲の向上につながるこ

とが指摘されており、学校教育による基礎能力の向上にも資することになる。 

さらに、就職活動時や就職後に労働にまつわるトラブルに困らないよう、

労働法に基づく権利や義務に関する知識を付与していくことも重要である9。 

既に、都道府県労働局が大学等において労働法制の講義を行ったり、新卒応

援ハローワークにおける就職セミナーで労働法制の基礎知識の周知を図っ

たりしているが、こうした取組をより一層充実させていくことが望まれる。 

 

○職業人生を通じた能力開発等 

（若年層の能力開発）  

少子化が進む中で社会を支える若者に対して、中長期的な視野で人材投資

を行い、若者が安定・安心して働き続けられるよう、職業訓練、個人の主体

的なキャリア形成支援、職業能力評価等を促進していくことは極めて重要で

ある。 

一方で、企業の教育訓練費は減少傾向にあり10、例えば、正社員11の新入社

員に対して、計画的な OJT や OFF-JT を実施した事業所はともに約半数に留

まっており、特に事業所規模が小さくなるほど実施割合は低くなっている12。

このため、キャリア形成促進助成金13等により、事業主に対する支援を行っ

ていくことが重要である。その際、安定した雇用に結びつける効果的な方策

であることから、雇用型訓練を推進していくことが求められる。 

 

（主体的なキャリア形成の支援）  

高齢期の雇用が進む中で、個々人の職業人生は確実に伸びていくことが見

込まれ、職業人生を通じて能力を十分に発揮できるような環境を作っていく

ことが重要である。 

   このためには、まず、職業生活において、キャリアコンサルティングの

実施を通じ、これまでの能力の棚卸し等を行うとともに、職業生活設計等

の明確化を図ることが重要であり、企業によるキャリアコンサルティング

の機会の整備に対する支援を充実させていくことが望まれる。キャリアコ

ンサルティングにあたっては、ジョブカードの活用も有効であるが、生涯

                                                   
9  厚生労働省では、就職を控えた学生や若者向けのハンドブックとして、「知って役立つ労働法～働くと

きに必要な基礎知識～」を公表している。 
10 図表４ 
11 本報告書における雇用形態の表記について：原則として、「正社員」「正社員以外」と表記している。な

お、これらは一定の価値観をもって整理しているわけではないことに留意する必要がある。 
12 図表４  
13 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に

対して助成する制度。 
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を通じたキャリアプランニングや職業能力証明のツールとして見直しが予

定されており、見直されたジョブカードを活用していくことが望まれる。 

また、職業生活設計を踏まえ、必要な能力開発に取り組むことも重要であ

る。自己啓発について言えば、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」と

する者が多いことから、教育訓練休暇制度の導入・活用が一層進むように、

行政による更なる支援を行うことが求められる。こうした時間の確保とあわ

せて、教育訓練給付等の活用により、中長期的なキャリア形成を支援する必

要がある。なお、教育訓練給付については、2014 年（平成 26 年）通常国会

における雇用保険法改正により、専門実践教育訓練14が創設されるなど拡充

が行われたところであるが、活用することのできる環境整備に更に取り組む

ことが重要である。 

   

  （能力の「見える化」の推進） 

 職業能力評価制度については、これまでも、ものづくり技能分野を主な対

象とした技能検定制度15に加えて、社内検定認定制度16、さらに近年はより幅

広い業種・職種を対象とした職業能力評価基準17が整備され、これらの活用

促進等が図られてきたところである。しかし、産業構造の変化やＩＴ化をは

じめとした技術革新の進展等により、求められる職業能力や保有する職業能

力が変化するとともに見えにくくなり、能力面のミスマッチが顕在化・深刻

化している18。こうした中で、個々の労働者が高めた能力を最大限発揮でき

るようにするためには、企業内のみならず企業外でも客観的に評価可能な制

度を構築し、能力の「見える化」をより一層推進していくことが必要である。 

このため、例えば技能検定について、ものづくり技能分野に限らず、労働

需要が大きくなっている対人サービス分野においても、人材ニーズを把握し

ている業界団体が主体となって実践的な検定を整備し、企業横断・業界内共

通の能力評価ができるように推進していくことが求められる。   

                                                   
14 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）、または一般被保険者であった者（離職者）が、

①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程、②専門学校の職業実践専門課

程、③専門職大学院、のうち、厚生労働大臣が指定した講座を受講した場合に、本人が教育訓練施設に

支払った教育訓練経費の一定の割合（上限あり）が支給される。 
15 ①企業横断的・業界標準的な普遍性を有する、②技能及び知識を客観的に評価できる、③対象労働者が

全国的に相当数存在する、等の要件を満たす対象職種を設定した上で、労働者の技能を一定の基準によ

って検定し、公証するもの。 
16 個別企業において先端的な技能や特有な技能（技能検定を補完するもの）について、事業主等が労働者

に対して実施する検定のうち、技能振興上推奨すべきものを厚生労働大臣が認定するもの。 
17 仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例（職務遂行

能力）」について、業種別、職種・職務別に整理されたもの。平成 14 年度から、業種横断的な事務系職

種のほか、電気機械器具製造業、ホテル業などものづくりからサービス業まで幅広い業種が整備されて

いる。 
18 平成 26 年３月 28 日「労働市場政策における職業能力評価制度のあり方に関する研究会報告書」参照 
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 ○更なる活躍が期待される層への支援 

（正社員以外の労働者等へのキャリアアップ支援） 

我が国において、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合

は2014年（平成26年）には約37.4％と約４割を占めるようになっており19、

こうした正社員以外の者に対する能力開発の重要性は、ますます高まってい

る。 

マクロ的な視点からみれば、雇用者のうちの約４割を占める正社員以外の

労働者の能力開発機会が相対的に少ないことは、人的資本蓄積の減少やそれ

に伴う生産性の低下、そして、企業収益の減少・消費の停滞といった経済の

悪循環につながりかねない。他方で、正社員以外の労働者をコア人材として

活用するなど、基幹化・戦力化の動きもみられているところである。 

しかし、一般に、正社員以外の者については長期的な人的投資を回収でき

る可能性が相対的に低いことから、企業側が能力開発を行うインセンティブ

が乏しいことが指摘されている。実際に、企業が実施した教育訓練（計画的

な OJT や OFF-JT）について、正社員以外は正社員と比較して低い水準20にあ

る。 

正社員以外の労働者は以下の３つに分けることができると考えられるが、

多様化する企業側の人材ニーズや労働者側の働くニーズを踏まえた上で、そ

れぞれに合った対策を的確に行う必要がある。 

 

①正社員を希望しながら正社員以外の雇用形態で働くいわゆる「不本意非

正規」と呼ばれる者 

②企業内外で柔軟な働き方を維持しつつキャリアアップを望む者 

③家計の補助・定年退職（継続雇用）等の理由から、定型的・補助的業務

で働くことを望む者 

 

①について、特にこうした不本意非正規は 25～34 歳といった若年層で多

い21が、職業人生の初期における人的資本の蓄積が重要であることに鑑みて

も、何よりもまず本人の希望に即して正社員化を推し進めていく必要がある。

                                                   
19 正社員以外の割合が高まった背景には、労働需要・労働供給双方の原因があると考えられる。労働需要

面については、①バブル経済の崩壊以降、長期的な経済の低迷により、企業の雇用に対する過剰感が高

まっていたこと、②IT 等の技術革新による業務の標準化・平準化が可能となったこと、③グローバル化

や製品サイクルの短期化等による経営の不確実性の増大したこと等があげられ、労働供給面については、

家計補助の観点から短時間労働としての女性の労働参加が進んでいること等があげられる。 
20 図表５ 
21 図表６  
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これまで、従業員を正社員に転換する事業主に対する助成22や、ハローワー

クによる正社員求人の開拓を行ってきたところであるが、今後ともこうした

取組をより一層強化していく必要がある。また、産業界のニーズに応じ、座

学等と企業での実習を組み合わせて実施する雇用型訓練も、正規雇用の経験

が少ない者を安定した雇用に結び付ける効果的な手段であることから、更な

る実施が求められる。 

②については、一社で働き続けたい者については、例えば、後述する短時

間正社員への転換、専門的な技術・技能を生かして企業の枠を超えて働きた

い者については、個人の自発的な取組を支援することが必要である。 

③についても、職務を遂行する上での必要な能力開発を適切に進めること

が、企業側にもプラスとなる。 

なお、①～③すべてについて、後述するように、その職務の内容や責任の

程度、能力、経験等を勘案して、公正な処遇が行われることが重要なことは

言うまでもない。 

加えて、いわゆるフリーターについて、正社員就職を希望するフリーター

については、ハロ－ワークにおいて支援を実施し、正社員就職の実現に取り

組んでいる一方で、近年の動向の一つとして、フリーターの継続就業希望者

割合（フリーターのうち、そのままの就業を希望している者の割合）が上昇

していることがある23。こうした不本意ではなく自らの意思によりフリータ

ーを選択する者に対しては、もちろん本人の意思を尊重することも重要であ

るが、フリーターを続けることによる中長期的な影響24を行政等がしっかり

と周知・啓発することによって、安易にフリーターを選択・継続しないよう

にすることが必要である。 

さらに、マクロ的に人手不足感が生じている中でも、仕事に就けない者が

一定数存在している。中小企業については、応募者の能力・資格面が雇用者

側の要求水準を満たさないことが雇用のミスマッチの最大の理由とする調

査結果がある25が、経営者側からは「一旦雇用してみると活躍してもらえる」

という声も実際にある。こうしたことから、ハローワークにおいて求職者の

特性に応じたきめ細かな支援を行うことに加えて、企業側がトライアル雇用

奨励金26をより一層活用することにより、安定的な就職が困難な求職者が、

                                                   
22 キャリアアップ助成金 
23 図表７  
24 正社員以外の者は、正社員に比べて、生涯賃金が低い、有配偶率が低いといった事実や、日本の労働市

場においては、年齢が上がるほど正社員になりにくくなることが指摘されている。 
25 図表８ 
26 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、

ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、そ

れらの求職者の適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じ
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正社員を含めた安定した雇用へと移行することが期待される。  

                                                                                                                                                     
て、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としている。 
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（２）個々の能力が最大限発揮される環境の整備 

女性の社会進出が進み、1990 年代半ばに共働き世帯がいわゆる専業主婦世

帯を上回って久しく、共働き世帯は増加の一途をたどっている27。また、高齢

化の進行で、要介護認定者も増加する一方である。こうしたことを背景に、育

児や介護を行いながら働く人々が相当数存在し、働き方のニーズが多様化して

いる。 

こうした中で、働く人それぞれの事情にあった働き方を選択できるような環

境を整備することは、例えば、育児や介護など生活面での一定の制約があり仕

事を断念している人の労働参加を促すことになり、全員参加の社会の実現に資

する。加えて、働く人が自らの能力を最大限発揮できるようになり、（１）で

述べた個々の能力の高まりと相まって、人的資本のポテンシャルの最大発揮、

ひいては我が国の成長につながる。 

すべての人が、仕事を通じて成長し、やりがい・生きがいを感じ、誇りを持

って生きることができる社会を志向していくことは、経済成長はもとより、

人々の幸福度の向上の観点からも望ましいことである。 

 

○全員参加の社会にふさわしい働き方の構築 

（人材の最適配置・最適活用）  

 働く人々の個々の能力が最大限発揮されるためには、社会全体で人材を最適

配置・最適活用していくことが重要であり、内部労働市場である企業内の適材

適所の人材配置のみならず、外部労働市場を含め我が国全体でみた適材適所の

人材配置が求められる。 

まず、国全体での人材の最適配置を実現するためには、ハローワークをはじ

めとした職業紹介機関による外部労働市場におけるマッチングを進めていく

ことが重要である28。現在、ハローワークの求人情報を他の職業紹介機関にオ

ンラインで提供29し、求人側、求職者側双方の利便性の向上を図っているとこ

ろであり、さらに今後は、求職情報についても本人の希望を前提に民間職業紹

介機関等に提供することとなっている。また、ハローワークにおいては、若者、

女性、高齢者、障害者、生活困窮者等様々な求職者への担当者制による職業紹

介・職業相談や、関係機関と連携した「チーム支援」、良質な求人の開拓等を

通じて、求職者と求人企業とのマッチングに取り組んでおり、国全体での人材

の最適配置の実現には、こうした堅実な取組が重要である。 
                                                   
27 図表９ 
28 前回報告書においては、「ハローワーク、民間人材ビジネス、学校、地方公共団体など様々なマッチング

機関が、それぞれの得意の分野・手法により役割を果たすとともに、必要に応じて機関どうしが連携す

ることで、各機関が相互補完的に外部労働市場全体としてのマッチング機能を最大化することが必要で

ある。」としている。 
29 2014 年（平成 26 年）９月から実施。 
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加えて、生涯にわたるキャリア形成のスタートとして重要な時期である新卒

段階でのミスマッチを解消するため、労働条件に加えて職場の就労実態に係る

情報が積極的に提供されるような環境整備も必要である。 

こうした外部労働市場における適材適所の取組を進めるとともに、企業内の

適材適所の人材配置については、当然企業内で決定することではあるものの、

例えば、労働者を定期的に配置転換することでそのキャリア形成に際して幅広

い経験をさせることや、労働者の適正を見極め中長期的な視点からその配置を

考えることが有用と考えられる。また、適切な昇進制度や正社員転換制度など

労働者の働きに応えるキャリアアップの仕組みを整え、労働者の意欲と能力を

存分に引き出していくことも重要である。 

さらに、少子化等による人口構造の変化に伴い、今後多くの企業で中高年層

の割合が高まることが想定される30。こうした中では、ある程度の年次に達し

た場合にはこれまで培った能力・経験が生きるような職務に配置し、職務に応

じた処遇をより重視する雇用管理を導入することが、中高年の労働者のより一

層の活躍と企業の活性化につながっていくと考えられる。 

 

（多様な働き方）  

人材の最適配置・最適活用を実現するためには、先述した取組に加えて、多

様な人材がそのライフスタイルやニーズに合わせて活き活きと働くことがで

きる、柔軟な働き方を導入していくことが必要となる。 

  例えば、「「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書」（平

成 26 年 7 月 30 日）にある、「勤務地限定正社員」「職務限定正社員」「勤務時

間限定正社員」といった、いわゆる「多様な正社員」の普及・拡大は、仕事

と生活の調和、仕事と家庭の両立という観点からも積極的に推進していくべ

き方策である。その際に、正社員以外の働き方から「多様な正社員」への転

換という道を用意しつつ、「多様な正社員」という雇用形態を普及・拡大して

いくことが重要である。 

また、働く人々のライフスタイル等に合わせた選択肢として、パート・アル

バイト、派遣、契約社員や嘱託といった正社員以外の働き方も重要な位置を占

めている。自分の都合のよい時間に働くためや、育児・介護等との両立のため

といった理由により、自らの意思でパートタイム労働者等の正社員以外の働き

方を選択する人々については、自身のライフスタイル等に合わせた働き方を通

じて能力を最大限発揮できれば、企業側も労働者側も win-win の関係を築くこ

とができると考えられる。 

さらに、時間ではなく成果で評価される働き方を希望する人々のニーズに応

                                                   
30 図表 10 
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え、その意欲や能力を十分発揮できるような働き方の選択肢を整備することも

重要である。これは、断じて労働者の長時間労働への途を開くものであっては

ならず、使用者側が労働者の健康・福祉確保措置を取ることや労働者本人と使

用者との間でその職務範囲について書面による合意をすること等を前提とす

ることにより、これを防ぐ仕組みを用意することが求められる。こうした選択

肢が整備されることで、高度な専門能力を有する労働者が、時間に縛られるこ

となく、創造的な仕事を行い、これまで以上に成果を上げることができるよう

になれば、我が国の労働生産性の向上にもつながることが考えられる。 

このほか、既に現在、オフィスに出勤して働くという形だけではなく、情報

通信機器等を利用して自宅等オフィス外の様々な場所で仕事をするテレワー

クをはじめとした様々な働き方が存在しているが、今後はさらに、現在からは

予想できないような新たな働き方が発生し確立していくことも考えられる。ど

のような働き方であれ、働く人が事情に応じて、その都度働き方を選択できる

ような環境を整え、人々が活き活きとやりがいを感じながら働くことが出来る

ようにしていくことが重要である。 

 

（長時間労働の抑制）  

多様な働き方の整備とあわせて、どのような働き方でも長時間労働が強い

られることがないようにする必要がある。 

まず、我が国の労働時間について整理すると、一般労働者の年間総実労働

時間は 2000 時間を超える水準で推移している31。週の労働時間が 60 時間以上

の者の割合は、全体では近年低下傾向で推移し１割弱となっているが、30 代

男性では 17.0％と、依然高水準で推移している32。国際比較をすると、我が国

は特に、週の労働時間が 48 時間以上の者の割合が高くなっている33。さらに、

年次有給休暇の取得率も依然として５割を下回る水準となっている34。 

長時間労働が求められる職場では、子育てや介護を行っている者をはじめ、

経験や技能の蓄積はあるものの体力面に考慮して長時間労働を避けたい高齢

層にとっても、就労に制約が生じることが考えられる。企業側にとっても、少

子化により若年労働力の絶対数が減少し、若年層の人材確保が課題となってい

くと考えられる中で、長時間労働が困難な労働者を活用できないことはデメリ

ットとなる。このように、次世代育成支援の観点や、若者・女性・高齢者の活

躍促進という観点から、長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）を実現していくことが求められる。 

                                                   
31 図表 11 
32 図表 12 
33 図表 13 
34 図表 14 
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また、長時間労働の抑制により、主体的な能力開発を行う時間の確保を図る

ことができれば、人的資本の形成を促進することもできる。 

さらに、これが最も重要であるが、労働者の心身の健康確保の観点からも、

長時間労働を抑制していくことは必要不可欠である。長時間労働が続くと健康

に悪影響を及ぼす可能性があると考えられ、長時間労働の抑制により、メンタ

ルヘルス不調や、ひいては過労死といった悲惨な事態を生じさせないようにし

なければならない。加えて、働く人々が必要な休養を取り、仕事以外の生活を

充実させる余力を持つことは、明日への活力につながり、仕事の能率も上がる

ものと考えられる35。 

 

◆長時間労働抑制に向けた企業内での環境整備36   

   企業で働く人々が残業削減に効果的だと思う取組として、「短時間で質の

高い仕事をすることを評価する」ことが多く挙げられていながら、実際に

は職場であまり取り組まれていないといった現状がある。また、人事評価

において、「残業や休日出勤をほとんどせず、時間内には仕事を終えて帰宅

すること」に対して、プラスに評価されている企業が少なく、逆にマイナ

スに評価される企業も存在している37。したがって、効率的な業務遂行を評

価するような人事評価制度が普及していくことが望まれる。 

また、企業や労働者が自らの働き方・休み方を「見える化」することを支

援する「働き方・休み方改善指標」38が厚生労働省において公表されたとこ

ろであり、こうしたツールを活用しながら、労使でよく議論し、対応してい

くことが求められる。 

   一方で、業務量が減らない中で、長時間労働抑制の取組だけが叫ばれる

ことは、真の意味での解決にならない。仕事の棚卸しや見直しを行い、無

駄な業務フローはなくし、時間を短縮できるものは短縮するということを

徹底していく、そして定期的に見直して常に効率化を目指し続けることが

大切である。 

 

◆行政による規制や支援 

  こうした企業内部での取組とあわせて、前回報告書にも記述したとおり、

「政府において、長時間労働の抑制や休日の取得促進の観点から、賃金不払

                                                   
35 図表 15 
36 前回報告書において、「企業、顧客（消費者）、取引先のそれぞれが「時間意識」を高めることが必要で

ある」としている。 
37 図表 16 
38 2015 年（平成 27 年）１月より公表されており、企業が行っている働き方や休み方に関する取組や導入

している制度、人事管理の仕組みなどの実施状況や整備状況等を数値化し、「働き方や休み方の実態」を

体系的に把握できるもの。 
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残業（サービス残業）の是正をはじめとする割増賃金の適正な支払いや、違

法な時間外労働の是正等、労働基準関係法令の履行の確保を図ること」が重

要である。このため、労働基準監督機関が所期の機能を発揮できるよう、不

断の業務の見直しを行い、その体制整備に努めるとともに、労働基準関係法

令の一層の周知徹底に取り組むことが必要である。その上で、労働者の健康

が確保されるよう、長時間労働に対する監督指導を徹底し、労働基準関係法

令の遵守に努めるとともに、長時間労働の実態に即した的確な助言及び指導

を行うことなどが求められる。 

長時間労働抑制をはじめとした雇用管理改善については、先進的な取組を

行っている企業の好事例を社会全体で共有していくことも効果的である。厚

生労働省ホームページ39において、働き方・休み方改善の取組等に関する好

事例を紹介し始めているところ40ではあるが、引き続き、こうした好事例の

収集・公表を進めていくべきである。 

また、こうした雇用管理に対するノウハウを有していない企業に対しては、

労働局やハローワークに雇用管理を支援する専門の職員を配置して、企業内

の体制整備へのアドバイスを行っていくことも考えられる。 

加えて、女性の社会参画をより一層促進する観点からも、育児等への男性

の主体的な参画を促すことが必要であり、男性だけが長時間労働を強いられ

ることがないような社会的機運を醸成していくことが必要である。 

 

最後に、長時間労働の抑制は重要であるが、ただ単に労働時間を削減する

だけでは労働投入の減少という形で経済成長を阻害するおそれがあること

に留意が必要であり、時間当たりの生産性を向上させる取組とあわせて行う

ことが必要である。 

 

 

○その他の働きやすい職場環境づくり 

（公正な処遇） 

ここまで、個々の能力が最大限発揮される環境整備について言及してきた

が、どのような働き方であっても、その職務の内容や責任の程度、能力、経

験等を勘案して、公正な処遇が行われることが必要である。働き方が多様化

する中で、こうした観点から法令の整備が進んでおり、例えば、労働契約法

において、有期契約労働者と無期契約労働者との間で期間の定めがあること

                                                   
39 厚生労働省 HP「働き方・休み方改善ポータルサイト」

（http://work-holiday.mhlw.go.jp/index.php?action_kouhyou_case_advanced_index=true） 
40 2015 年（平成 27 年）１月より 



16 
 

による不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールが明確化さ

れている。また、パートタイム労働法において、差別的な取扱いが禁止され

る労働者の範囲を広げる改正が行われたところである。加えて、労働者派遣

法においても、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇に関する規定が設け

られている。こうした法令の趣旨を労使がしっかりと理解し、均等・均衡待

遇を推進していくことが重要である。 

 

（安全衛生管理） 

  長時間労働や仕事による強いストレスを原因とする精神障害の労災請求

件数は年々増加しており、過重労働を原因とする脳・心臓疾患の労災請求件

数も高い水準で推移している。こうした中で、改正された労働安全衛生法に

基づき、2015 年（平成 27 年）12 月よりストレスチェック制度の施行が予定

されており、職場におけるメンタルヘルス対策の充実・強化が行われること

となっているが、引き続き労働者が安全・健康に働き続けるための職場環境

づくりを促進することが重要である。 

また、労働災害については、長期的にみると減少傾向にあるが、依然と

して多くの災害が発生している現状を踏まえ、労使・関係者が一体となっ

て労働災害防止のための取組を行うことに加えて、労働局、労働基準監督

署が、安全パトロールや集団指導・個別指導などを実施していくことが求

められる。 

 

（３）賃金の改善について  

 ここまで、人的資本のポテンシャルの最大発揮に向けた様々な取組について

言及してきたが、人的資本の質の向上が労働生産性の向上につながり、それが

賃金に適切に反映され、消費の拡大につながっていくことが、安定した経済成

長のための重要な要素となる。 

2014年（平成26年）、2015年（平成27年）の春季労使交渉においては、景気

回復に伴い、企業収益の改善がみられたことや、「経済の好循環実現に向けた

政労使会議」において、企業収益の拡大を賃金上昇につなげていくという共通

認識に至り、労使交渉の結果、2014年（平成26年）については15年ぶりの賃上

げ率となり、2015年（平成27年）も引き続き高い賃上げ率となることが見込ま

れている。今後とも、労働生産性の上昇等による企業収益の改善が、適切に賃

金に反映されていくこと41が求められる。 

                                                   
41 実質賃金上昇率を労働生産性・労働分配率・交易条件等に要因分解してみると、2000 年代は、労働分配

率要因が大きくマイナスに寄与しているが、交易条件等要因も相当程度マイナスに寄与していることが

わかる。したがって、賃金上昇を労働分配だけの問題に帰着することは不適切であることに留意が必要

であり、交易条件の改善に向けた取組も求められる。 
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また、賃金の改善については、全ての所得層で賃金が上昇するよう、最低賃

金引上げに向けた環境整備を行うことも必要である。「日本再興戦略」改訂

2014 においても、「持続的な経済成長に向けた最低賃金の引上げのための環境

整備」を講ずべきとされているところであり、特に、最低賃金引上げの影響を

受けやすい中小企業・小規模事業者に対して、労働生産性向上等のための各種

支援を行う必要がある。 
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第２章：人口減少下での安定成長に向けて 

 人口減少下の我が国において、安定した経済成長を続けていくためには、１

章で述べたような「個々の質の向上」により対応することはもちろん、その前

提として、労働力が適切に配置・活用されることも重要である。現在、特に業

種間・地域間のバランスに問題がみられ、その改善は短期的のみならず、中長

期的な課題であり、対応が急務となっている。 

 

（１）人材不足分野の現状と対策 

 ○総論 

雇用情勢が着実に改善する中で、企業の雇用の不足感が高まってきている。 

 過去、雇用過剰感が不足に転じた時期と比較すると、足下では製造業と非製

造業の乖離が大きく、特に非製造業における不足感が高くなっていることが

特徴42である。さらにこれを産業別・雇用形態別にみると、「建設業」「運輸,

郵便業」「医療,福祉」等において、パートタイム労働者のみならず正社員等

の不足感が強まっている43ことがわかる。こうした「人材不足分野」は、社会

インフラ整備につながる重要な側面を持っているため、人材不足分野の人材

確保対策は、単に当該分野の産業施策に留まらず、社会インフラの維持や安

定した経済成長のための方策として重要である。 

  一般に、財市場と同様、労働市場においても、需給が引き締まれば労働の

価格である賃金が上昇し、これが需要を抑制し供給を増やすという形で需給

が均衡することが想定されている。したがって、人手不足が生じても市場メ

カニズムが機能すれば、賃金上昇を通じて労働力需給は均衡に向かうものと

考えられる。こうした賃金上昇は人材確保のために当然重要ではあるものの、

一方で、例えば労働者側についてみると、就業選択に当たっては、自らが有

している能力に加え、賃金以外の労働条件や労働環境、その職の社会的評価

といったものも考慮する。こうした点の改善は、業界団体等とも連携しなが

ら行政が積極的に支援を行っていく必要がある。 

  また、人手不足が生じている時こそ、省力化の取組を通じた技術革新が進

む好機である。今後も見込まれる人口減少に対して、技術革新を通じた労働

生産性の向上の重要性が増していくことになるだろう。 

   

○介護 

高齢化の進行に伴い介護ニーズはますます増加しており、2025 年には団塊

                                                   
42 図表 17  
43 図表 18  
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の世代が全て 75 歳以上44となり後期高齢者が 2000 万人を突破するなど、要介

護高齢者の増大が見込まれている。2014 年度（平成 26 年度）に各都道府県が

行った介護人材にかかる需給推計の暫定値によれば、2025 年（平成 37 年）に

は約 248 万人の介護人材が必要と推計されており、仮に現状の施策を継続した

場合、約 30 万人の介護人材が不足するとの見通しも示されている。介護人材

は、「地域包括ケアシステム45」の構築のための最も重要な基盤であることに

加え、介護人材が不足し介護サービスの提供に問題が生じることは、両親等の

介護を行っている中高年層に多くみられる介護離職を誘発することにもつな

がることから、介護人材の確保は、我が国の喫緊の課題である。 

介護分野は女性や中高年齢層の割合が高くなっているが、今後より一層の需

要の増大が見込まれる成長産業でもあり、将来を担う若年層から魅力ある職業

として選択されるようにする必要がある。ハローワークの福祉人材コーナーや

都道府県の福祉人材センター等において、効果的なマッチングを図ること等に

より、介護業界への参入促進が進められているところであるが、今後はさらに、

就職活動期の高校生や大学生に対して職場体験を行う等の、情報発信を強化し

ていくことが求められる。 

  介護職員の離職の状況に焦点を当てると、離職理由では「結婚・出産・育

児」「労働環境・雇用管理の在り方」「収入が少ない」「心身の不調、腰痛等」

「将来の見通しが立たない」等が多く46、仕事内容そのものの負担に加え、処

遇や労働環境が離職の主な要因47となっている。介護職員の賃金については、

年齢・学歴・勤続年数等の様々な要素を勘案すると他分野と比べて低いとは

いえないとする指摘もある48が、賃金に対する問題を挙げる労働者も実際に多

い。勤続年数・経験年数別にみた賃金は、年数に応じて上昇している49ことか

ら、労働環境の改善等を通じて、介護という仕事への定着支援を行うことが

重要である。このため、雇用管理の改善を支援する助成金50等の活用促進に努

めるとともに、雇用管理改善の好事例の横展開等を行っていくことが求めら

                                                   
44 厚生労働省「平成 24 年度介護保険事業状況報告」によると、65～74 歳の要介護認定率は 4.4％である

が、75 歳以上では 31.4％となっている。 
45 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるもの。 
46 図表 19 
47 事業所規模や主とする介護サービスの種類等によって労働者を取り巻く環境は大きく異なっていること

に留意が必要であり、事業所の状況に応じたきめ細やかな支援が求められる。 
48 山田篤裕・石井加代子（2009）「介護労働者の賃金決定要因と離職意向ー他産業・他職種からみた介護

労働者の特徴」『季刊・社会保障研究』45（３）,pp.229-248 
49 図表 20 
50 職場定着支援助成金：雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度）の

導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主（以下「重点分野関連事業主」という。）

に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としている。

このうち介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入等も助成対象となる。 
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れる51。加えて、将来の見通しを持って働き続けられるよう、介護業界全体で

のキャリアパスの整備を進めていくことも必要である。なお、介護職員の賃

金については、2015 年度（平成 27 年度）から、介護職員処遇改善加算52が拡

充され、更なる資質向上や雇用管理の改善等の取組を進める事業所を対象と

し、更なる上乗せが行われることになっており、事業主はこれを賃金に適切

に反映していくことが求められる。 

また、介護分野については、ロボットの活用といったイノベーションも期待

されている。介護ロボットの導入は、介護従事者の負担の軽減をはじめとした

省力化につながることから、機器の開発や介護現場での実証に向けた取組を行

政が支援53していくことが求められる。 

なお、今後は、三大都市圏、特に東京の近郊市において高齢化が急速に進み、

介護ニーズもこうしたところで増大することから、大都市圏の特徴を踏まえた、

広域単位での連携や在宅介護の推進等を進めていく必要がある。 

 

○保育 

安定した経済成長を続けていくためには、全員参加社会の実現、特に女性の

活躍が求められているが、出産や育児に伴い、やむを得ず継続就業を断念する

ケースも依然として多い。こうした状況を脱し、男女ともに子育てしながら働

き続けられる環境整備を進めるためには、育児休業制度等の活用や長時間労働

の是正等の仕事と子育ての両立支援とともに、保育サービスの確保が重要であ

り、保育士の確保が必須となっている。具体的には、2017 年度に向けて、国

全体として新たに確保が必要となる保育士数は 6.9 万人とされている54。 

2015 年（平成 27 年）４月より子ども・子育て支援新制度55がスタートし、

すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育・保育、地域の子ども・子育

て支援の質・量の充実を図るための施策が推進されているが、これに先立って、

2013 年度（平成 25 年度）より、待機児童解消加速化プランがスタートしてい

                                                   
51 厚生労働省では、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた「介

護雇用管理改善等計画」を策定しており、本年、平成 27 年度から平成 32 年度までの計画が策定された。 
52 2012 年度（平成 24 年度）の介護報酬改定では、2009 年（平成 21 年）10 月より導入された「介護職

員処遇改善交付金」と同様の仕組みとして「介護職員処遇改善加算」が創設された（ともに１人月額１

万 5000 円相当の賃金改善が可能）。2015 年度（平成 27 年度）からは処遇改善加算が拡充され、１人月

額２万 7000 円相当の賃金改善が可能となった。 
53 経済産業省と厚生労働省において重点的に開発支援する分野（移乗介助や移動介助、排泄支援等）を特

定し、現場への普及・利活用を推進するため、福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（厚生労働省）、

ロボット介護機器・導入促進事業（経済産業省）等が行われている。 
54 厚生労働省「保育士確保プラン」（2015 年 1 月） 
55 2012 年（平成 24 年）８月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子

ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の

子ども・子育て関連 3 法に基づく制度。社会保障・税一体改革により、消費税の充当先が高齢者向けの

3 経費（基礎年金、老人医療、介護）から子育てを含む社会保障 4 経費（年金、医療、介護、子育て）

に拡大された。 
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る。保育所整備（「ハコ」）に加えて保育士確保（「ヒト」）も重点的に行われて

いるが、「ヒト」を取り巻く状況として、保育士資格をもつハローワークにお

ける求職者のうち約半数が保育士としての就業を希望していない状況にあり、

就業を希望しない理由としては、「賃金が希望と合わない」「休暇が少ない・休

暇がとりにくい」「就業時間が希望と合わない」「責任の重さ・事故への不安」

「保護者との関係が難しい」といったものが多くなっている56。現在も保育士

の処遇改善や、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る

周辺業務に活用して保育士の負担軽減を図る取組、新人保育士を対象とした保

護者対応等の高ストレス業務についての研修、再就職希望者に対する現場復帰

のための研修、雇用管理改善を図るための取組等が実施されているところであ

るが、今後もこうした取組に加えて、短時間勤務の保育士の導入促進など雇用

管理改善を図るための各種取組を進めていく必要がある。あわせて、職員の勤

続年数や経験年数に応じた賃金改善がさらに進むことも望まれる。 

なお、保育ニーズについては、待機児童の約４割が東京都に存在しているな

ど地域的な偏在があるため、全国画一的な対策ではなく地域の実情に応じた柔

軟な対応が求められる。 

  

○看護 

  介護と同様、高齢化が進行し医療ニーズがますます高まる中で、社会保障・

税一体改革時の推計によれば、看護職員の必要数は、2025 年で約 200 万人と

推計されているが、仮にこれまで通り就業者数が増加すると仮定しても、約 3

～13 万人のギャップが生じるとされている。 

看護師等の免許を保有しているが看護職員として就業していない、いわゆる

潜在看護職員数は、約 71 万人と推計されており、少子化が進む中、必要な看

護職員数を確保していくためには、こうした潜在看護職員の復職を支援してい

くことが重要である。このため、看護師等の人材確保の促進に関する法律が改

正され、看護師等免許保持者が離職した場合等に都道府県ナースセンターに連

絡先等の一定の情報の届出を行う制度が 2015 年（平成 27 年）10 月 1 日から

創設されるところであり、都道府県ナースセンターが、適切なタイミングで復

職研修などの必要な支援を行うことが期待される。ハローワークも都道府県ナ

ースセンターと連携することで、こうした取組の効果がより一層高まることが

期待される。復職支援については、看護分野の特性上、一旦離職すると医療技

術の進歩に対する不安等から再就職が円滑に進まないといった課題もあるた

め、再就職者に対する復職研修等の適切な実施が必要である。 

また、女性割合が非常に高い中、夜勤・交代制勤務等の厳しい労働環境にあ

                                                   
56 図表 21 
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るため、労働時間の改善にむけた取組や多様な働き方が可能な環境整備等を推

進することにより、看護職員の離職防止・定着促進を図ることが必要である。

このため、医療法が改正され、医療機関がＰＤＣＡサイクルを活用して計画的

かつ自主的に看護職員を含む医療従事者の勤務環境の改善に取り組む仕組み

（医療勤務環境改善マネジメントシステム）を創設するとともに、このような

医療機関の取組を総合的かつ専門的に支援する医療勤務環境改善支援センタ

ーの各都道府県での設置が進められている。これらを活用して、各医療機関に

おける看護職員の労働環境の改善に向けた取組が着実に実施されることが期

待される。 

 

○建設 

建設業の動向を中長期的にみると、2014 年度（平成 26 年度）の建設投資額

はピーク時の 1992 年度（平成４年度）から約 42％減と大きく減少している57。

これに伴って、建設業の就業者は 1997 年（平成９年）以降減少傾向にあり、

特に技能労働者の高齢化と若年層の減少による将来の担い手不足が構造的な

課題58となっている。建設業は、各種インフラ整備や維持・管理に加え、災害

時の緊急対策・復旧を行う産業であり、こうした分野の人材不足は経済活動に

支障を生じかねないため、東日本大震災からの復興需要やオリンピック・パラ

リンピック東京大会による一時的な需要だけでなく、それ以降も見据えて、人

材確保対策を行っていく必要がある。 

  建設業に若年層が入職しない理由、離職する理由ともに「収入の低さ」が

多くの割合を占めており、行政としては、公共工事設計労務単価59について労

働市場の実勢価格を適切・迅速に反映することが求められる。また、若年層

の参入促進のために、座学・実習等の訓練から就職支援までをパッケージと

して実施するなどの取組も効果的である。 

  なお、業務特性などから、建設業に携わる女性は非常に少なくなっている

が、更なる活躍促進のため、女性のための教育訓練の充実や、女性が働きや

すい現場に向けたハード・ソフト両面での環境整備も重要である。 

 

○運輸（自動車運送事業） 

 運輸業（自動車運送事業）は、生産されたモノの需要地への輸送を主に担う

社会基盤産業である。自動車運送事業の就業構造をみると、中高年層の労働力

がメインで、若年層や女性が少なくなっており、このままでは現役世代が引退

                                                   
57 図表 22 
58 図表 23 
59 国、地方公共団体等が公共工事の予定価格を積算する際に用いる単価のことであり、建設労働者等の賃

金相当額である。 
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した後、構造的な労働力不足に陥るおそれがある60が、社会基盤産業たる自動

車運送業の人材不足は我が国の成長のボトルネックとなるため、対策が必要と

なっている。 

 若年層や女性の就労が少ない背景としては、深夜・早朝や休日などの不規則

な就業形態や、長時間労働（拘束）の一方で、低賃金という労働環境がまず挙

げられる。このため、例えば、不規則な就業形態や長時間労働の原因となる、

一人の運転者が一つの行程を担う「働き方」を抜本的に改めることが重要であ

る。また、男性を前提とした硬直的で長時間の働き方を改め、女性向けの短時

間勤務など、多様な働き方を導入することも必要である。 

こうした取組とあわせて、これまで労働力としてみていなかった若年層や女

性への戦略的なリクルートを実施し、参入促進に努めていくことが求められる。 

加えて、トラック運送事業においては、特に労働時間が長くなっている実態

があるが、これには、荷主都合による手待ち時間など、事業者の努力だけで改

善することが困難であることが要因となっている。したがって、行政や業界団

体等が連携し、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める必要がある61。 

さらに、特に長距離輸送については、様々な中継輸送に加え、鉄道や船舶を

より一層活用していくことも有用である。これまでは主に、温室効果ガスの排

出削減による地球温暖化の防止と低炭素型の物流体系の構築を図るために進

められてきたモーダルシフトであるが、結果として、トラック輸送に携わる者

の長時間労働の抑制にも資すると考えられる。 

 

  

                                                   
60 図表 24 
61 平成 27 年度から平成 30 年度にかけて、学識経験者、荷主、事業者、行政（国土交通省・厚生労働省）

などにより構成される協議会を中央及び各都道府県に実施し、実態調査・長時間労働改善ガイドライン

の策定等を行うこととされている。 
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（２）地域雇用対策 

○地域雇用対策の必要性と目指すべき方向 

地方が成長する力を取り戻し、急速に進む人口減少を克服するために、「ま

ち・ひと・しごと創生」を旗印に、政府全体で地方創生に向けた対策に取り組

んでいるところである。まち・ひと・しごと創生のためには、社会保障制度・

税制・地方財政等の各種制度をはじめ、自治体や地域の関係者の不断の取組等

が一体的に機能する必要があるが、「ひと」と「しごと」が「まち」をかたち

づくるという観点に立てば、地域雇用対策は非常に重要な論点である。 

  地域雇用対策はこれまでは主に、「地域間の雇用機会の格差」という観点か

ら議論されることが多かったが、今後はそれに留まらず、「我が国の安定的な

成長のための人口減少対策」ということを念頭に検討していく必要がある。 

  こうしたことから、地域雇用対策を考える際に重要なのは、「人の生活を支

える」という視点である。地域で雇用が生まれたとしても、その雇用が安定

した良質なもの、例えば、子どもを産み、育てられるに足るだけのものでな

ければ、その地域は自立して存続することは難しい。 

一方、日本全国全ての地域で、「産業が集積し、雇用も豊富で、活気に満ち

あふれている」状況を目指すことは非現実的である。したがって、地域がそれ

ぞれの形で、自立的に持続可能でありプレゼンスがあるという状況を目指すべ

きである。 

 

○地域雇用を取り巻く現状 

地域雇用対策について考える前提として、まず、地域を取り巻く現状につ

いてマクロの視点から俯瞰してみよう。 

  我が国の人口は戦後ほぼ一貫して増加してきた62が、同時に人口移動が活

発に生じており、三大都市圏、特に東京圏への集中が進んできた63。まず、

高度経済成長期に、農林漁業などの第一次産業から製造業などの第二次産業

中心へと産業構造が変化する中で、農村から工業化の進展した三大都市圏へ

の人口移動が大きく進んだ。1970 年代以降は、都市圏の工場立地を制限し

地方に誘導する産業政策や公共事業の地方での重点実施等により、三大都市

圏と地方圏の所得格差が縮小したこと等から三大都市圏への人口移動は大

きく減少したものの、バブル経済期や 2000 年前後以降、東京圏については、

一定の人口流入が続いている。 

  人口の東京一極集中とあわせて、東証一部上場企業等の比較的大きな企業

                                                   
62 2008 年（平成 20 年）の 1 億 2084 万人をピークに、減少に転じている。 
63 図表 25  
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の本社は東京圏に多く立地している64。賃金についても、東京都が他道府県

に比べて圧倒的に高くなっている65が、これは良質な雇用が、東京に集中し

ていることや東京都の生産性の水準が高いことの証左ともいえるであろう。 

  一方で、特に東京圏は、物価が高い66、通勤時間が長い67、住宅が狭い割

に家賃が高い68といったように、いわゆる生活コストが高くなっている。こ

のため、各種調査によると、東京を含む関東圏の生活満足度、幸福度は最下

位レベルとなっている69。また、若年層（20～39 歳）の東京集中も進んでい

るが、保育サービスの不足により待機児童問題が生じるなど子育て環境が相

対的に悪くなっており、合計特殊出生率が全国で最も低くなっている東京に

こうした子育ての中心となる世代が集中することは、我が国全体の人口減少

を加速化することにもつながりかねない70。 

   ここまで、人口を中心とした「東京一極集中」について言及してきたが、

一つの都市に集中すること自体が問題というわけではない。一般に「集積

効果」と呼ばれるものであるが、産業集積地は、高度な技能を持った労働

者が多く存在するなど労働市場に厚みがあり、広告・法務・各種コンサル

ティングを始めとした専門的なビジネスサービスが充実し、加えて、知識

が伝播しやすいといったことから、経済効率がいい71。実際、我が国におい

ては、各種資源が東京に一極集中することで、経済のグローバル化が進む

中でも国際競争力を維持し、経済を牽引してきた面がある。 

   しかし、先述したように、東京一極集中により様々な問題が生じている

ことも事実であり、特に人口減少に歯止めをかけるためにも、東京以外の

地域も安定して成長していくようにしなければならない。 

 

○今後の具体的な地域雇用対策 

 地域が安定して成長していくためには、まずは地域に「ひと」が集まること、

そしてその「ひと」が育つことが重要である。あわせて、「ひと」が集まるため

には「しごと」が必要であり、その「しごと」が、先述した安定した良質なも

のであることが重要である。 

                                                   
64 図表 26  
65 図表 27 
66 図表 28 
67 図表 29 
68 図表 30 
69 「スケールジャパン」調査（2009 年博報堂）によると、地域満足度は全国 10 地域のうち関東が最下位、

「47 都道府県幸福度ランキング」（2011 年法政大学幸福度指数研究会）によると、地域住民の幸福度は

47 都道府県のうち東京都は第 38 位となっている。 
70 「東京一極集中」については、他に、災害に対する脆弱性、森林機能の確保や国土保全の観点、食料供

給の観点からの問題等が指摘されている。 
71 Enrico Moretti（著）安田洋祐（解説）池村千秋（訳）「年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベ

ーションの都市経済学」（プレジテント社）（2014） 
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（人材還流と人材育成）  

地域に「ひと」が集まるようにするための手段の一つとして、三大都市圏へ

の人口集中、特に東京圏への集中を緩和することが挙げられる。人口移動は、

15～24 歳といった若い層、つまり進学や就職時の移動が最も多くなっているこ

とから72、今後は、より多くの地方の若者が地方の大学に進学し、その若者が地

方の企業に就職することや、主に東京圏の大学に進学した者も就職時に地方へ

還流するようにするための対策が必要である。前者については、奨学金を活用

した地方定着の取組73など、後者については、東京圏の学生が地方の魅力を実体

験できるような取組を進めることや、ハローワークの取組として、地方におい

てＵＩＪターン74しやすい求人の開拓を強化するとともに、大都市圏において若

年者に対する地方就職の意識づけやＵＩＪターン希望者の開拓を強化し、全国

ネットワークを最大限に活用してマッチングを行うことが効果的である。 

また、子育てが一段落した者や元気に定年を迎えたシニア層が、三大都市圏、

特に東京圏から地方へ移住することも、人材還流の観点からは効果的である。

実際に、東京都在住者の50代男性の51％が地方への移住を検討したいと回答し、

また、60 代男女について、「退職」をきっかけに２地域居住を考える人が 33％

に上るという結果もでている75。こうした層が、ただ希望するだけでなく実際に

移住できるような環境整備を行っていく必要があり、例えば、「お試し居住」等

の支援策などが求められる。さらに、都会の高齢者が地方に移り住み、健康状

態に応じた継続的なケア環境の下で、自立した社会生活を送ることができるよ

うな地域共同体（「日本版 CCRC」）についても、検討を進めていくことが求めら

れる。 

若い層、シニア層ともに、特に Iターン、Jターンといった、新しい土地へと

移る際には、何よりもまずは移住先の情報が必要である。人は、労働者である

前に生活者であるため、仕事に関する情報だけでなく、生活環境（生活コスト

も含む）や地域コミュニティに関する情報などをしっかりと提供し、移住に関

する様々な不安を和らげるための対策が必要である。このため、ハローワーク

や地方自治体は、こうした情報を一元的に提供する移住・交流情報ガーデンや

                                                   
72 図表 31、32 
73 地方自治体と地域の産業界が協力し、将来の地域産業の担い手となる学生の奨学金返還を支援するため

の基金が造成されている。 
74 Ｕターン：生まれ育った故郷から進学や就職を機に都会へ移住した後、再び生まれ育った故郷に移住す

ること。Ｉターン：生まれ育った故郷から進学や就職を機に都会へ移住した後、故郷にほど近い地方都

市に移住すること。Ｊターン：生まれ育った故郷から進学や就職を機に故郷にはない要素を求めて、故

郷とは別の地域に移住すること。 ※（社）移住・交流推進機構ＨＰを参照 
75 内閣官房まち・ひと・しごと・創生本部事務局「東京在住者の今後の移住に関する意向調査（平成 26
年９月 17 日）」。なお、東京都在住者の 50 代女性で地方への移住を検討したいと回答した者は 34.2％と、

男性より低くなっている。 
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地域しごと支援センターと連携、協力して、移住・転職の促進に対応していく

ことが望まれる。 

 こうした取組により人材還流を進めて地域外から「ひと」を集めるとともに、

地域内に人材を定着させ、人材育成を行うこと重要である76。地域に残る若者を

メインターゲットに、国・地方自治体・企業・大学等が協力して、地域の多種

多様な人材ニーズに対応し、地域産業を担う人材や地域産業を新たに創出する

人材を育成していくことが求められる。 

 

（安定した良質な雇用の創出） 

 「ひと」が集まるためには「しごと」が必要であるが、例えば若者について

みると、地元（Uターン含む）就職を希望しない理由として、志望する企業がな

いことを挙げる者が最も多い77。もちろん、魅力ある中小企業等が埋もれている

ことも考えられ、こうした企業の求人開拓やPRをしていくことも重要であるが、

こうした取組とあわせて、地域に新たに良質な雇用を創出していく必要もある。 

 

・雇用創出に関する各種事業  

現在、地域に「しごと」を生み出すため、雇用機会が不足している地域にお

いては地域雇用開発促進法に基づき対策が講じられているところである。具体

的には、雇用機会が著しく不足する地域で事業所の設置・整備を行い、あわせ

てその地域に居住する求職者を雇い入れた事業主に対して、一定額を助成する

地域雇用開発奨励金がある。また、雇用創造に向けた意欲が高い地域において、

地域の主体（自治体、労働局、経済団体、外部有識者等）から成る協議会が提

案した雇用創出等に係る事業であって雇用創造効果が高いものをコンテスト方

式で選抜し、当該協議会に事業の実施を委託する実践型地域雇用創造事業もあ

る。さらに、地域雇用開発促進法に基づく事業以外にも様々な対策が講じられ

ており、例えば 2013 年度（平成 25 年度）から戦略産業雇用創造プロジェクト

が実施されている。これは、雇用情勢の厳しい地域において、都道府県が提案

する産業政策と一体となった雇用創造効果が高いプランをコンテスト方式で選

定し、選定された事業構想を実施するための費用の８割を補助する事業であり、

提案した事業構想が選定された都道府県は、地域の関係者（自治体、企業、教

育・研究機関等）から構成される協議会を設置して事業を行うというものであ

る。こうした各種事業は、地域において安定した良質な雇用の創出に寄与して

おり、事業実施期間が終了した後も、事業によって創出された雇用が継続され

                                                   
76 徳井、牧野、児玉、深尾（2013）「地域間の人的資本格差と生産性」（RIETI Discussion Paper Series 

13-J-058）によると、地域間人的資本の質の格差について、若年者の労働移動の影響はさほど重要では

なく、各地域の人材育成力そのものが決定的に重要であるとしている。 
77 図表 33  
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るだけでなく、地域における雇用創出に向けた取組がより一層進展することが

望まれる。 

なお、実践型地域雇用創造事業について、対象地域の要件は有効求人倍率の

水準が用いられているが、有効求人倍率が改善していても構造的な雇用課題が

解決していない地域や人口減少・流出に伴う雇用課題を抱える地域は存在して

いる。こうした地域に対応するため、2015 年度（平成 27 年度）より、新たに「地

域の人口減少率」を加味し要件が緩和されたところである。今後の課題として、

人口構造や産業構造が課題となる地域においては、求人と求職のミスマッチが

大きな課題となることも想定されることから、例えば対象地域の要件について

求職者の就職率や求人の充足率といった指標も併せて考慮していくことが考え

られる。 

このほか、地域の実情を反映した雇用創出策として緊急雇用創出基金事業が

大きな役割を果たしてきたことが挙げられる。リーマンショック直後の一時

的・臨時的な雇用創出から、雇用情勢の改善に伴い近年では人的資本の充実に

より重きを置く制度設計とされてきたことで、地方自治体が地域の実情に基づ

き中期的な地域雇用のあり方を見据えてフレキシブルにかつ財政面でも安定し

て対策を講ずることができた意義は大きい。 

この手法は緊急的な雇用創出のみならず地方創生における人材の定着や育成、

あるいは働き方改革の取組にも有効であると考えられることから、現行の地方

創生先行型交付金による地域しごと支援事業の成果も踏まえた一層の工夫が望

まれる。 

なお、基金事業の手法については、大規模災害時に迅速かつ円滑に国･地方間

の施策連携を図ることができる常設の制度としての価値が高いとする研究成果
78もある。 

 

・創業支援等 

我が国においては 1999 年（平成 11 年）からの 10 年間で中小企業数が 64 万

社減少するなど雇用の縮小圧力が働いており、地方において廃業率が開業率を

上回っているところがある現状79も踏まえ、創業による新たなビジネスの創造等

を支援していくことが重要である。こうした問題意識に基づき、産業競争力強

化法において、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業

者（地域金融機関、ＮＰＯ法人、商工会議所・商工会等）と連携して、ワンス

トップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援

                                                   
78 労働政策研究報告書 No.169 復旧・復興期の被災者雇用 － 緊急雇用創出事業が果たした役割を｢キ

ャッシュ・フォー・ワーク｣の視点からみる － （JILPT 東日本大震災記録プロジェクト取りまとめ No.8） 
79 図表 34  
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を実施する「創業支援事業計画」を策定し、創業希望者等を支援するスキーム

が設けられたところである80。 

また、創業支援に加え、できる限り「廃業」ではなく「事業承継」という形

で事業が継続することも、地域における雇用のためには必要な取組である。社

会全体の高齢化の中で経営者の高齢化も進行しており、後継者不在により事業

承継が進まないケースが一定数存在している。我が国の事業承継の形態として

は、依然として親族への承継（親族内承継）が一番多く、内部昇格がその次に

多いが、外部からの招へいも近年は増加しているところである81。このため、例

えば、都市部の大企業等で様々な職業経験を積んだ者が、その経験を地域の中

堅・中小企業等で生かせるよう、こうした人材の情報を一括して提供できるよ

うな仕組みの整備も効果的であると考えられる。 

 

・地方拠点強化税制の活用  

 地域における良質な雇用を創出するための施策として、平成 27 年度税制改正

において、「地方における企業拠点の強化を促進する税制措置」が新たに創設さ

れることとなっている。これは、地方にある企業の本社機能等の強化を支援す

るための「拡充型」と、東京からの雇用者の移転を支援する「移転型」からな

り、投資減税に加えて、従来からある雇用促進税制の特例82が適用されることと

なる。地域雇用開発に関する助成だけでなく、こうした税制も活用することに

より、企業が地域に本社機能を拡充・移転を行うインセンティブになり、地域

における雇用機会がより一層増加することが期待される。 

 

・国と地方の連携  

地域に良質な雇用を生み出すためには、国と地方自治体の連携が不可欠であ

る。国は、全国ネットワークを通じて、職業相談・職業紹介、雇用保険制度の

運営、雇用対策（障害者雇用率達成指導など）を一体的に実施しており、地方

自治体は、無料職業紹介事業を含む各種の雇用対策を独自に実施可能であり、

地域の問題に対応するため、企業誘致・産業育成や福祉関係業務、各種就労支

援を実施している。地域雇用創出に当たっては、国と地方がこうしたそれぞれ

の強みを生かし、一体となって雇用対策を進めることが必要である。 

国と地方の連携については、雇用対策協定83の締結、ワンストップ窓口の設置

に加え、2014 年（平成 26 年）９月からはハローワークの求人情報が地方自治体

                                                   
80 2014 年（平成 26 年）２月に第１回の認定が行われ、第 4 回まで全 273 件（45 都道府県 301 市区町村）

が認定されている。 
81 図表 35  
82 図表 36 
83 28 自治体（14 都道府県 13 市１町）平成 27 年３月時点。 
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にオンラインで提供されるようになったところである。また、都道府県・市町

村は、まち・ひと・しごと創生法に基づき地方版総合戦略を 2015 年度（平成 27

年度）中に策定し、それを着実に実行していくことが求められているが、この

策定のために産官学金労言84などからなるプラットフォームを設置する都道府

県のほとんどで労働局が関与する見通しとなっている。労働局・ハローワーク

ともに、地域の雇用・労働に関する専門機関としてその強みを生かし、積極的

に関与していくことが必要である。 

 

（地域特性に応じた対策85） 

ここまで全地域に共通する対策について言及してきたが、地域によって人口

構造や産業構造、地理的な要因は様々であり、地域が有する様々な特性に応じ

て、地域雇用対策を考えていく必要がある。例えば市町村数をみても 2014 年（平

成 26 年）４月１日現在で 1718 存在しており、この 1718 それぞれについて、抱

える課題・考えられる対応策も千差万別であるが、ある程度共通項も存在する

と考えられるため、議論に当たって、地域を以下の３つに区分して、抱えてい

る問題・対策を考えてみよう。 

 

 ①連携中枢都市レベルの都市86 

 ②①以外で一定の産業集積がある地域 

 ③産業集積がほとんどない地域（農村地域など） 

 

①連携中枢都市レベルの都市 

 三大都市圏以外の都市であっても、例えば、札幌市、仙台市、広島市、福岡

市といった地方における中枢都市では、人口は、東京へ一定数流出しているも

のの、周辺からの流入により総じて転入超過となっている。こうした相当の人

口規模と中核性を備える都市は、近隣市町村と有機的に連携し、地域の核とな

って、圏域全体の経済成長を牽引していくことが更に期待される。 

 こうした地域での「しごと」対策に当たっては、送出地でも受入地でもある

という二面性に留意が必要である。 

 

②①以外で一定の産業集積がある地域 

 製造業などの一定の産業集積がみられる地域については、雇用機会の量の問
                                                   
84 産業界・市町村や国の関係行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア 
85 （独）労働政策研究・研修機構（2015）JILPT 資料シリーズ NO.151「地域における雇用機会と就業行

動」を参考にしている。（近日公表予定） 
86 総務省の連携中枢都市圏構想推進要綱においては、連携中枢都市とは、主として三大都市圏以外であっ

て、①指定都市、新中核市（人口 20 万人以上）かつ②昼夜間人口比率がおおむね１以上、の都市とされ

ている。 
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題よりも、雇用のミスマッチが大きな問題となっている。また、製造業が集積

している地域では、高卒者の就職先は比較的多く存在しているものの、地元企

業が中途採用を主としており、学生側も「地元に希望する企業がない」と考え

ていることから、大卒者のＵターン等が進まないことも問題となっている。 

 雇用のミスマッチの解消のためには、賃金や労働時間といった「雇用の質」

を改善し、地域の雇用機会の魅力を高めていくことが重要である。大都市圏と

比較すると、大企業が少ないことから賃金等で劣後することはやむをえない面

があるが、「働きやすさ」や「働きがい」については、雇用管理改善に向けた各

種施策を着実に実行するとともに、自治体をはじめとした地域の創意工夫によ

り対応していくことが可能である。 

また、こうした地域においても良質な雇用の創出は当然重要である。戦略産

業雇用創造プロジェクトなども活用し、産業政策と一体となった雇用創出にむ

けた取組を進めていくことが求められる。 

 

③産業集積がほとんどない地域（農村地域など） 

 農業をはじめとした第一次産業が大きな比重を占めている地域について、例

えば、役場、農協、スーパーマーケット、老人ホームなどでの仕事が存在する

程度で、「働く場」が限られていることが課題となっている地域がある。また、

若い人の就業先として、役場、森林組合、農協、病院がほとんどで、民間事業

所の数が限られており、雇用機会の量自体が乏しいといった状況にある地域も

ある。こうした地域では、「15～24 歳層」での人口流出が大きく、25 歳以上の

年齢層でも流入超過はほとんど生じておらず、「ひと」の確保という面で厳しい

状況に置かれている場合が多い。 

 こうした地域では、企業誘致を行うことも困難であり、内発的に地域の固有

の資源を生かした雇用創出が求められることになる。 

 例えば、地元の農作物の６次産業化、特産品のブランド化といったことが考

えられるが、実践型雇用創造事業を積極的に活用し、農林水産省の六次産業化

対策や経済産業省のふるさと名物応援事業などの他省庁施策との相乗効果も図

りつつ対応することが望ましい。また、地域活性化については、「よそもの」「わ

かもの」「ばかもの」が重要と古くから言われているが、新しい視点で地域の隠

れた魅力を発見するためにも、Ｉターンなど、外部からの移住を促進する取り

組みも効果的と考えられる。 

 さらに、徳島県神山町の例が有名であるが、ＩＣＴを活用した企業のサテラ

イトオフィスも、これまで都市部で行われていた仕事を地域で行うことが可能

になるという点で、地域雇用の創出に有用である。関係省庁が連携し、こうし

たサテライトオフィスの整備に向けたモデル実証を行うとともに、サテライト
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オフィスを活用したテレワークを行う企業に対する助成を行うなど、テレワー

クを推進していくことが求められる。 

 

 ここまで主に雇用の面から地域について言及してきたが、地方創生のために

は、雇用等の経済面だけでなく、地域固有の自然・文化・伝統を含めた総合力

を高めて、その地域のアイデンティティを確立していくことが重要であり、こ

れは自治体に求められる役割であることを申し添える。 

 


